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１ 

 

 

第１章 総 則 

 

この計画は、水防法（以下「法」という。）第３３条の規定に基づき水防事務の調整及びそ
の円滑な実施のため、必要な事項を規定するものである。 

 

第２章  水防機構及び事務 
   

  本市に水害の発生するおそれが生じたときからその危険がなくなるまで次の機構をもって
水防事務を処理する。 

１ 災害対策本部の設置 

   直方市役所内に災害対策本部を設置する。 

２ 本部の組織及び事務分掌 

   組織は、別表１のとおり定め、事務分掌及び方面隊連絡系統は別表２及び別表２の２のと
おりとする。 

 
  なお、洪水の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確
保を図るよう配慮するものとする。 
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別表１ 

水 防 組 織 

 

本 部 長 市 長 

 

副本部長 副市長、教育長、消防長、消防団長 

 

  本 部 員 総合政策部長、産業建設部長、市民部長、議会事務局長、教育部長、上下水道・環境部長、消防本部総務課長 

 

 

総括班 総合政策部長   技術班 産業建設部長  水道衛生班 上下水道・環境部長   

総 務 係     分析対応係   ゴミ対策係  

連絡調整係     技術係            消毒支援係 

広報伝達係     国県対策係     水道復旧係 

資材等管理係             水門係            水道施設係 

機動支援係              土木係 

                       下水道係       消防班 消防署長 

情報班 議会事務局長             建築係            警防係 

    情報収集係                             消防団連絡係 

 情報管理係     民生班 市民部長 

             民生避難支援係    方面組織 消防団長 

     救護班        第一～第八方面隊 

            要配慮者支援係  

            

      避難班 教育部長        

                     教育避難支援係 

          

 本部設置用水防電話 

 ※２５－２００２ 

 ※２５－２００３ 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

本部 職名 事務分掌 

本部長 市長 

１ 市の地域に係る災害予防及び災害応急対策の実施 

２ 県知事の権限に属する救助の実施に関する事務の一部 

３ 県知事が行う救助の補助 

４ 災害復旧・復興の実施 

副本部長 

副市長 

教育長 

消防長 

消防団長 

１ 市災対本部長の決断、指揮、命令の全般補佐に関すること 

２ 災害応急対策に係る所掌組織への命令・指示の徹底等に関すること 

３ 安全管理の補佐に関すること 

１ 現地対策本部設置時における現地対策本部の運用に関すること 

【副市長】 

本部員 

総合政策部長 

（総括班長） 

市民部長 

（民生班長） 

産業建設部長 

（技術班長） 

上下水道･環境部長 

（水道衛生班長） 

議会事務局長 

（情報班長） 

教育委員会教育部長 

（避難班長） 

消防本部総務課長 

（消防副班長） 

１ 市災対本部長の決断、指揮、命令の補佐に関すること 

・  配備体制の決定及び動員の指示に関すること 

・ 災害情報の収集・伝達に関すること 

・ 避難準備・高齢者等避難開始・避難勧告・避難指示（緊急）
及び安全確保措置の指示の決心及び発令に関すること 

・ 要配慮者対策に関すること 

・ 警戒区域の設定に関すること 

・ 消防本部、消防団（水防団）の運用に関すること 

・ 応援要請に関すること 

・ 自衛隊の災害派遣要請に関すること 

・ 中・大規模災害発生時等における救出・救助、行方不明者等の捜

索、避難誘導等の優先順位及び勢力の配分の決定等、体制構築に関

すること 

 ・ 自衛隊、消防、警察等の任務分担等に関すること 

 ・ 救助法の適用及び災害救助に関すること 

 ・ 県知事及び消防庁長官への報告に関すること 

２ 災害広報・広聴に関すること 

３ 災害応急対策活動等に係わる県及び関係機関等との連携に関する

こと 

４ 要員確保に関すること 

５ 災害医療・助産に関すること 

６ 避難所の開設・運営に関すること 

７ 飲料水・食料、緊急物資の調達・支給に関すること 

８ 交通路の確保に関すること 

９ 緊急輸送に関すること 

10 被災者支援に関すること  

11 通信運用に関すること 

12 各班の業務の統制・調整に関すること  

13 その他、市災対本部長が命じた事項 

準本部員 各班の副班長 

１ 班長の補佐に関すること 

２ 各班の情報を把握し、市災対本部へ情報提供・報告に関すること 

３ 市災対本部の決定・命令事項及び対策の伝達、指揮に関すること 

４ その他、市災対本部長及び班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

総括班 

 

総務係 

 

 

１３名 

基準 

１ 市災対本部の運営に関すること 

２ 災害応急対策にかかわる本部員の業務の補佐に関すること 

 ・ 気象及び災害状況の迅速な把握 

 ・ 配備体制及び動員案の案出 

 ・ 高齢者等避難・避難指示及び緊急安全確保の指示の地域・時

期・避難場所・経路案の案出 

 ・ 警戒区域設定案の案出 

 ・ 救助・救出及び応急対策のための技術班、機動支援係、消防

班の運用案の案出 

 ・ 消防団（水防団）の運用案の案出 

 ・ 自主防災組織との連絡調整 

 ・ 避難住民の対策案の案出 

３ 市災対本部長決断及び決定事項の細部業務の実施に関するこ

と 

 ・ 災害応急対策活動の命令・指示の作成及び徹底に関すること 

 ・ 自衛隊の災害派遣・撤収要請事務に関すること 

・ 広域応援要請等事務に関すること 

 ・ 県警察との連絡・調整に関すること 

４ 自衛隊、消防、警察等広域応援出動組織の人員・装備状況の把

握に関すること 

５ 県等への被害状況及び応急対策活動実施状況の報告に関する

こと 

６ 救助法の事務の統括 

７ 通信運用に関すること 

８ 公用負担及び経費に関すること 

９ 臨時ヘリポートの開設に関すること 

10 緊急放送（避難勧告等）に関すること 

11 災害ボランティアの要請・受入れに関すること 

12 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

13 その他総括班長が命じた事項 

連絡調整係 

 

 

 

７名 

基準 

 

１ 市災対本部長等への情報連絡に関すること 

２ 庁内アナウンスなど職員への連絡調整に関すること 

３ 災害対策本部の会議の記録（書記）に関すること 

４ 災害記録の管理に関すること 

５ 職員への本部会議議事（情報）等の周知に関すること 

６ 各班との連絡調整に関すること 

７ 災害関連機関との連絡調整に関すること 

８ 災害現場との連絡通信に関すること 

９ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

10 その他総括班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

総括班  

つづき 

広報伝達係 

 

 

６名 

基準 

 

１ 市災対本部長等への情報連絡に関すること 

２ 災害広報（対庁外）に関すること 

３ 報道関係者への情報提供等に関すること 

４ 記者会見に関すること 

５ 各校区長、自主防災組織の長等への予・警報及び防災情報や高齢

者等避難、避難指示、緊急安全確保の指示等の情報提供（ホームペ

ージ・つながるのおがた・公式 LINE・コミュニティ無線等）に関す

ること 

６ 消防本部、警察署等への高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保

の指示の伝達に関すること 

７ 災害情報の入手及び入手した情報の提供等による情報収集係の支

援・協力の実施に関すること 

８ 住民等の安否情報に関すること 

９ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

10 その他総括班長が命じた事項 

資材等管理係 

 

 

１３名 

基準 

 

１ 資材、飲料水、食料等の物資調達に関すること 

２ 資材、物資等の管理・分配に関すること 

３ 応急調達等にかかわる経理に関すること 

４ 災害時の公用車運行管理に関すること 

５ 緊急輸送車両の確保に関すること 

６ 人員輸送に関すること 

７ 義援金の受付、保管、配分に関すること 

８ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

９ その他総括班長が命じた事項 

機動支援係 

 

 

４８名 

基準 

 

１ 災害現場における応急対策活動に関すること 

 ・小規模災害時の行方不明者等の救出・救助に関すること 

 ・中規模以上の災害時の避難誘導に関すること 

 ・障害物の除去に関すること 

２ 技術班・避難班をはじめ他班の補助 

３ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

４ その他総括班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

情報班 

 

 

情報収集係 

 

 

１８名

基準 

 

１ 被害通報の受付に関すること 

２ 被害届兼指示書の被害届書部分の作成に関すること 

３ 災害現地図の作成（印刷）に関すること 

４ 災害情報等の収集及び情報の選別（優先度の判断）に関すること 

５ 市民からの戸別の小規模災害に対する応急処置や苦情・相談対応

等広聴に関すること 

６ 広報係と連携した住民への必要な防災情報の伝達に関すること 

７ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

８ その他情報班長が命じた事項 

情報管理係 

 

 

５名 

基準 

 

１ 災害対策本部でパソコン等の情報処理に関すること 

２ 被害届書兼指示書等の災害システムへの入力に関すること 

３ 被災情報等のＧＩＳ地図システムへの入力に関すること 

４ 気象情報・河川情報等の収集及びシステムへの入力に関すること 

５ 現地情報係及び技術班が入手した災害現場情報及びポンプ・樋門

等の情報の災害ステムへ入力に関すること 

６ 災害掲示板の管理運営に関すること 

７ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

８ その他情報班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

技術班 分析係  

８名 

基準 

１ 気象の予警報、上流地域の降雨量及び各河川・ダムの水位等

の情報収集に基づく浸水及び河川のはん濫等の予測等に関する

こと 

２ 情報入手係等が入手した情報等に基づき、応急対策活動に必

要な被害状況図（表）、災害予測（図）等の作成及び報告に関す

ること 

３ 高齢者等避難、避難指示判断に必要な資料の作成に関するこ

と 

４ 小規模災害応急対策指示書の作成及び対策指示に関すること 

５ 技術係等との密接な調整・連携による小規模対策の実施に関

すること 

６ その他技術班長が命じた事項 

技術係、 

国県対策係、

水門係、 

土木係、 

下水道係、 

建築係 

共通 

 

 

６１名

基準 

 

１ 行方不明者、傷病者の現地調査に関すること 

２ 土砂災害の警戒に関すること 

３ 災害協定業者との連絡調整・指示に関すること 

４ 機動支援係の補助に関すること 

５ 道路河川及び一般土木の被害調査・応急修理及び復旧に関す

ること 

６ 水防工法及び水防訓練の指導に関すること 

７ 水防区域の調査・報告に関すること 

８ ポンプ場・樋門等の稼働情報の収集・把握・報告に関するこ

と 

９ 治山・林道等の被害調査に関すること 

10 農林関係の被害調査・予防指導等に関すること 

11 被災農作物の防疫及び被害復旧に関すること 

12 建築物の被害調査に関すること 

13 応急危険度の判定に関すること 

14 市営住宅施設の被害調査・応急修理及び復旧に関すること 

15 下水道施設の被害調査・応急修理及び復旧に関すること 

16 上水道施設の被害調査・応急修理及び復旧に関すること 

17 道路等の災害応急対策にかかわる国・県関係機関との連絡調

整に関すること 

18 総括班総務係の業務支援に関すること 

19 分析係の業務支援に関すること 

20 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

21 その他技術班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

水道衛生班 

 

ゴミ対策係 

 

 

１５名 

基準 

 

１ 災害時のごみ受付・処理対応に関すること 

２ 災害時の特殊車両の運行に関すること 

３ 総括班機動支援係の業務支援に関すること 

４ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

５ その他水道衛生班長が命じた事項 

消毒対策係 

 

 

１１名

基準 

 

１ 災害時のし尿の受付・処理に関すること 

２ 災害時の消毒の受付・処理に関すること 

３ 災害時の防疫に関すること 

４ 災害後の消毒対応に関すること 

５ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

６ その他水道衛生班長が命じた事項 

水道復旧係 

水道施設係 

共通 

 

１４名

基準 

 

１ 水道施設の整備に関すること 

２ 水道施設の被害調査、応急修理及び復旧に関すること 

３ 給水に関すること 

４ 技術班の業務支援に関すること 

５ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

６ その他水道衛生班長が命じた事項 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

民生班 

 

民生避難支援

係 

 

 

５ ５ 名

基準 

 

１ 避難所（教育施設以外の施設）の開設・運営に関すること 

２ 避難誘導に関すること 

３ 避難路の安全確保に関すること 

４ 避難所の設定に関すること 

５ 遺体の対策に関すること 

６ 支援物資等の集配に関すること 

７ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

８ その他民生班長が命じた事項 

救護係  

１ ２ 名

基準 

１ 応急救護に関すること 

２ 救助法に関すること 

３ 災害時の臨時診療所の開設に関すること 

４ 救護用物資の集配に関すること 

５ 炊出し及び食料の配給に関すること 

６ 災害ボランティアの運営に関すること 

７ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

８ その他民生班長が命じた事項 

要配慮者支援

係 

 

２ ６ 名

基準 

１ 要配慮者及び支援組織等への防災情報の伝達及び連絡に

関すること 

２ 要配慮者避難支援窓口の設置及び要配慮者への対応に関

すること 

３ 要配慮者の安否確認に関すること 

４ 福祉避難所の設定に関すること 

５ 個別支援計画の変更及び伝達に関すること 

６ 行方不明者、疾病者の現地調査に関すること 

７ 避難所開設の支援に関すること 

８ 職員のローテーション等を含む職員管理に関すること 

９ その他民生班長が命じた事項 

＜水害対応避難所＞ 

遠賀川水辺館、直方自動車学校、鞍手高等学校(体育館、武道場、鈴懸ホール)、真照寺、代

行寺、願照寺、下境第三集会所、下境三区公民館、直方いこいの村（多目的ホール）、 

直方特別支援学校(体育館）、中小企業大学校直方校、上頓野校区自治公民館、頓野公民館、

直方高等学校（武道場）、永満寺公民館、筑豊高等学校(体育館）、光福寺、清光寺、 

新中原公民館、天理教筑紫大教会、特別養護老人ホームすみれそうのおがた、直方市火葬場天

翔館 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

避難班 

 

教育避難支援

係 

 

 

６ ２ 名

基準 

 

１ 避難所の開設・運営に関すること 

２ 避難誘導に関すること 

３ 避難路の安全確保に関すること  

４ 避難所の設定に関すること 

５ 遺体の対策に関すること 

６ 学校における児童・生徒の避難に関すること 

７ 教育委員会施設及びその他の教育関係施設等 

 への避難指示等の防災情報の伝達に関すること 

８ 学校給食の支援等に関すること 

９ 教育委員会施設の被害調査及び整備に関すること 

10 支援物資等の集配に関すること 

11 その他避難班長が命じた事項 

＜水害対応避難所（教育委員会関連施設）＞ 

直方西小学校（屋内運動場）、直方市体育館、中泉小学校（屋内運動場）、 

下境小学校（屋内運動場）、直方第一中学校（屋内運動場）、上頓野小学校（屋内運動場）、

感田小学校（屋内運動場）、直方東小学校（屋内運動場）、 

直方第二中学校(屋内運動場）、直方歳時館 
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別表２ 

事         務         分         掌 

 

班 係 係員 事 務 分 掌 

消防班 

 

警防係 

 

 

５４名 

基準 

１ 火災予防対策に関すること 

２ 水防・消防に関すること 

３ 危険物事故予防対策に関すること 

４ 気象・災害情報等の収集・報告に関すること 

５ 水防警戒に関すること 

６ 避難情報等の緊急広報に関すること 

７ 災害発生初期段階における初動対応に関すること 

８ 救出・救助、救急活動の実施に関すること 

９ 行方不明者並びに遺体の捜索に関すること 

10 水防等資材の整備・管理に関すること 

11 被害調査、記録、報告に関すること 

12 家屋の被害調査に関すること 

13 その他、消防班長が命じた事項 

消防団連絡

係 

 

 

７名 

基準 

１ 消防団の行動情報の収集・把握に関すること 

２ 消防団指揮管理に関すること 

３ 消防団の連絡調整に関すること 

４ その他消防班長が命じた事項 

被害調査係 

 

 

・細部の

規模、人

員は、そ

の都度指

名する。 

１ 被害調査、記録、報告に関すること 

２ 家屋の被害調査に関すること 

３ その他特設班長が命じた事項 
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別表２の２ 

方    面    隊    連    絡    系    統 

方 面 隊 隊   長 詰    所 隊  員 参    与 区          域 連絡員駐在所 備 考 

第１方面 第１分団長 

第１分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第１分団員 

地域住民 
南小学校長 

溝堀を除く、南校区百合野通り以南の西校

区、北校区のうち古町、津田町 
南小学校 

２５－２２５４ 

 

第２方面 第２分団長 

第２分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第２分団員 

地域住民 

北小学校長 

第三中学校長 
北校区のうち須崎町、日吉町の以北 

北小学校 

２５－２２５０ 

 

第３方面 第３分団長 

第３分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第３分団員 

地域住民 
中泉小学校長 

中泉校区 
中泉小学校 

２２－０８１３ 

 

南校区のうち溝堀 

下境校区のうち川西 

第３分団第１部詰所 

２８－４６７８ 

 

第４方面 第４分団長 

第４分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第４分団員 

地域住民 

下境小学校長 

第一中学校長 

東小学校長 

第二中学校長 

下境校区のうち川東 

（彦山川以東） 

下境小学校 

２２－０８１２ 

 

東校区 
東小学校 

２５－０７１７ 

 

第５方面 第５分団長 

第５分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 
第５分団員 

地域住民 

上頓野小学校長 

感田小学校長 

上頓野校区 
上頓野小学校 

２６－０８１５ 

 

感田校区 
感田小学校 

２６－０８１１ 

 

第６方面 第６分団長 

第６分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 
第６分団員 

地域住民 

西小学校長 

新入小学校長 

西校区のうち百合野通り以北 
西小学校 

２５－２２５２ 

 

新入校区 
新入小学校 

２２－０８１０ 

 

第７方面 第７分団長 

第７分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第７分団員 

地域住民 

植木小学校長 

植木中学校長 
植木校区 

植木小学校 

２８－００２５ 

 

第８方面 第８分団長 

第８分団 

１部 格納庫 

２部 格納庫 

第８分団員 

地域住民 
福地小学校長 福地校区 

福地小学校 

２２－０８１４ 
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第３章   重要水防改善箇所 

 

 重要水防改善箇所は、別表３及び別表３の２、３の３のとおりとする。 
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別表３ 

重 要 水 防 改 善 箇 所（令和２年度） 

（河  川） 

番 

号 

河 川 名 
左
右
別 

延 長（ｍ） 位  置 区   間 
予想される

危   険 
水防工法 

水 防 資 材 
所   管 経 過 

かます (枚) くい (本) 

            

            

            

 

（溜  池） 

番 

号 

溜 池 名 位  置 
貯 水 量

（m３） 

堤防長

（ｍ） 

堤 高

（ｍ） 

予想される

危   険 

危険が予想

さ  れ  る   

人家数（戸） 

水防工法 
水 防 資 材 

所  管 経 過 
かます(枚) くい (本) 竹（束） 

              

              

 

（急傾斜地等） 

番 

号 

種 別 位      置 予想される危険 
危険が予想され

る人家数（戸） 
水防工法 

水 防 資 材 
所  管 経 過 

かます(枚) くい (本) 竹（束） 

１ 急傾斜地 大字中泉（中泉一区） 斜面の崩壊 ８ 土留施工法 １５０ ５０ ５０ 
直方市土

木課 
継続 

２ 〃 大字感田（高板組（B）） 〃 ６ 〃 〃 〃 〃 〃 継続 
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別表３の２ 

（急傾斜地等） 
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別表３の３ 

（急傾斜地等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

第４章  水防に関する連絡、広報 

 

第１節  情報の収集、広報及び連絡系統 

  水防活動に必要な情報の収集及び市民に対する広報は別表４、部内及び部外機構との連絡は
別表５によりそれぞれ行うものとする。 

  



18 

 

 

別表４ 
       

  
情  報  収  集  及  び  広  報  系  統   

  
       

国土交通省九州地方整備局       
 

  

遠 賀 川 河 川 事 務 所   

市災害対策本部 

  管 区 気 象 台 

      気象情報     

直 方 出 張 所 水防情報 (県防災行政無線） 福岡県災害対策本部 
(福岡県総務部防災危機管理局防災企画課） 宮 田 出 張 所     

            

        
  

福岡県水防本部 
  気象情報 

飯塚特別地域気象観測所 
    

            

      広    報 
 

  

直方水防地方本部 
 (福岡県直方県土整備事務所） 

水防情報 情報収集 
直方警察署 

    

            

  
        

    広    報       

情 報 機 関 
情報収集   

交 番 ・ 駐在所 
    

            

    
 

    
 

    

    
 

           広  報 
 

    

    
 

情報 収集 
 

    

                

市                  民 
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別表５ 

              水      防      連      絡      系      統 

                災害対策本部長 

         
直方水防地方本部（福岡県直方県土整備事務所） 

 

  

       

  

 

 

  

       

  

 
国土交通省 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 

 

  

       

  

 

 

  

       

  

 

福岡県災害対策本部 

(福岡県総務部防災危機管理局防災企画課) 

 

  

       

  

 

 

  

       

  

 
飯塚特別地域気象観測所 

 
 

  

       

  

  
 

  

       

  

 
直 方 警 察 署 

   
 

  

       

  

    
 

  

       

  

 
報 道 関 係 

   
 

  

       

  

    

災害対策本部 

       

  

 
関 係 市 町 村 

                   

    
       

  

 
直方鞍手医師会 
 

直方鞍手薬剤師会 
               

 

連    絡    方    法 

 
  

   
  

 
 

  

 

県 防 災 行 政 無 線 

  
ＪＲ九州バス(株)福岡中部支店 

 

  

 

加    入    電    話 

 

  

   

 

  

 

（市 外 非 常 電 話） 

  
西鉄バス筑豊(株)直方支社 

 

  

 

消    防    無    線 

 

  

   

 

  

 

専    用    電    話 

  
ＮＴＴ西日本－筑豊営業支店 

 

  

 

九州電力電話(ホットライン) 

 

  

   

 

  

 

鉄    道    電    話 

  
九州電力 (株) 飯塚営業所 

 

  

 

警    察    電    話 

 

  

   

 

  

 

電    報    連    絡 

  
福岡県トラック協会直鞍分会 

 

  

       

  

   

 

  

      

  

 
陸上自衛隊飯塚駐屯地第二施設群第 367施設中隊 

 

  

      

    

   災害対策本部  

        
資機材保有業者 

各班各方面隊 
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第２節  水位、雨量の情報 

    水位は、別表６の観測所の情報を記録し、雨量は、各河川の上流市町村における降雨量
の状況を調査するとともに、直方市消防本部において常時観測し､必要に応じて各方面に
連絡するものとする。 
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別表６ 

 

水     位     観     測     所 
 

河    川    名 場      所 水防団待機水位 はん濫注意水位 種      別 所      管 

遠賀川（幹川） 日ノ出橋 ４.６０ｍ ５.９０ｍ テレメーター 遠 賀 川 河 川 事 務 所 

〃 勘六橋 ３.８０ｍ ５.２０ｍ 〃 〃 

〃 川島 ２.３０ｍ ３.６０ｍ 〃 〃 

〃 大隈 １.３０ｍ ２.００ｍ 〃 〃 

彦山川 中島 ３.７０ｍ ５.００ｍ 〃 〃 

〃 伊田 １.６０ｍ ２.８０ｍ 〃 〃 

犬鳴川 宮田橋 ４.００ｍ ５.５０ｍ 〃 〃 

尺岳川 感田行常橋下流 ０.８０ｍ １.００ｍ 量水標 直 方 県 土 整 備 事 務 所 

近津川 頓野近津神社下流 ０.８０ｍ １.００ｍ 〃 〃 

※水位は、量水標とする。 
 
（注）雨量観測は、直方市消防本部とする。 
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第３節  危険事態発生の通報連絡 

  堤防決壊の事態が発生した場合は、災害対策本部長 ( 以下 ｢本部長｣ という。) は、法第
２５条に基づき、直ちに関係機関及び下流市町村に通報するものとする。 

 

第５章  水防警報 

 

 法第１６条の規定により、水防警報が発せられる河川は、次のとおりである。 

 【遠賀川、彦山川、犬鳴川】 

 

第６章  水防活動 

   

第１節  水防非常配置 

本部長は、所属職員の水防非常配置への切り替えを迅速に行うとともに、事態に即応して
非常勤務活動の万全を期するため配備体制を次の３区分とする。 

監視体制［災害対策本部］ 

  気象情報により災害の発生が予想されるが、災害発生までに多少の時間的余裕がある
場合で少数の人員をもって情報収集等にあたり、事態の推移によっては、いつでも市災
対本部を設置できる体制。 

警戒体制［災害対策本部］ 

   比較的軽微な規模の災害、若しくは局地的な災害が発生した場合、又は災害の発生が
必至となったとき、いつでも非常配備体制に移行しうる体制。 

第１～第３配備体制［災害対策本部］ 

市全域に大災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、又は一部地域で被害が特に
甚大と予想される場合で、市職員の総力をあげて配備につき、活動できる体制。 

第２節  水防資材 

１ 市、民有水防資材及び車両 

    別表７、７の２及び７の３のとおりとし、資材は状況によって必要な箇所に分散配置す
る。 
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別表７ 

市    有    水    防    資    材 

 

品名 
数量 

（基準） 
呼称 備蓄場所 備考 

杉丸太 ５０ 本 新町防災倉庫(コンテナ３） 
12cm×1.0m 

12cm×1.5m 

土のう ナイロン 
５，０００ 

枚 
新町防災倉庫(コンテナ２） 

 
２，０００ 感田防災倉庫 

鉄線 １ 巻 新町防災倉庫(コンテナ２） ナマシ鉄線   8# 

ブルーシート 

9.0m×7.2m ３０ 

枚 
新町防災倉庫(コンテナ２） 

工事用シート他 7.2m×7.2m １０ 

7.2m×7.2m １０ 感田防災倉庫 

トラロープ 
１０ 

巻 
新町防災倉庫(コンテナ１） 

100m  5巻 

200m  5巻 

１６ 消防団格納庫 各 100m 

カケヤ １０ 本 新町防災倉庫(コンテナ１）  

スコップ 
５ 

本 
新町防災倉庫(コンテナ１） 

 
４０ 市役所地下倉庫 

両ツルハシ １ 本 市役所地下倉庫  

カキ板 ３ 本 市役所地下倉庫  

くわ 
平 ２ 

本 新町防災倉庫(コンテナ１）  
三俣 ３ 

カマ 
大 ３ 

本 新町防災倉庫(コンテナ１）  
小 １０ 

鉄線カッター 1 本 新町防災倉庫(コンテナ１）  

やまいも堀 ２ 本 新町防災倉庫(コンテナ１）  

ノコ １０ 本 新町防災倉庫(コンテナ１）  

ポリバケツ ４ 個 新町防災倉庫(コンテナ１）  

バリケード 
鉄 

１００ 

台 

新町防災倉庫(コンテナ３） 

 

１６０ 消防団格納庫 

５０ 感田防災倉庫 

３０ 感田ポンプ場 

鉄棒 ４ セット 市水防倉庫（コンテナ） 

コーン 
１３０ 

式 
新町防災倉庫(コンテナ１） 

 
２０ 市役所地下倉庫 

工事灯セット ５０ 台 新町防災倉庫(コンテナ３）  

一輪車 
２ 台 新町防災倉庫(コンテナ２）  

２ 台 感田防災倉庫  

水中ポンプ ８ 台 新町防災倉庫(コンテナ２） 可搬型 
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別表７ 

市    有    水    防    資    材 
 

品名 
数量 

（基準） 
呼称 備蓄場所 備考 

発電機 ２５ 台 消防署（9）・消防団（16）  

チェ―ンソ－ 
１ 台 新町防災倉庫(コンテナ１）  

４ 台 消防署  

舟 
５ 隻 消防署  

１ 隻 感田防災倉庫  

救命胴衣 １６０ 着 
消防署（29）、消防団格納庫

（131） 
 

寝袋 ５０ 個 感田防災倉庫  
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別表７の２ 

 

市  有  車  両  及  び  連  絡  用  器  材 
 

種別 数量 呼称 場所 備考（水道局除く） 

消防ポンプ車 ３ 台 消防署  

消防資機材搬送車 ２ 〃 〃 輸送車、搬送車 

消防ポンプ車 １６ 〃 消防団 

1分団 1､2部：2分団 1､2部：3分団 1､2部 

4分団 1､2部：5分団 1､2部：6分団 1､2部 

7分団 1､2部：8分団 1､2部 

消防車両 ５ 〃 消防署 指揮車、査察車、広報車、多機能車、連絡車 

特殊自動車 ３ 〃 〃 はしご車１台、救助工作車１台、水槽車１台 

マイクロバス １ 〃 市役所  

小型トラック ８ 〃 
市役所 

感田センター 
 

軽貨物車 ３７ 〃 

市役所 

感田センター

他 

 

軽乗用車 １９ 〃 〃  

普通乗用車 ５ 〃 〃  

建設機械 ３  
不燃物中継所 

感田センター 
ユンボ１台、ホイルローダー１台、ミニユンボ１台 

無線基地局 １ 局 消防署 活動波１（消防）、活動波２（救急、救助） 

移動局 １５ 台 〃  

署活動波 

（移動型無線） 
２５ 台 〃  

携帯無線 ２０ 〃 〃  

携帯トランシーバー ５４ 〃 消防団格納庫  

防災行政無線 ２ 局 
市役所 

消防署 
２GHz 

コミュニティ無線 ６２ 〃 
市役所 

その他 
ＭＣＡ無線 
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別表７の３ 

 

民       有       車       両 

                                                           （台数） 

所  有  者 

種         別 

備 考 
バス 

大型 

トラック 

大型トラック 

ユニック付 

普通 

トラック 

普通トラック 

ユニック付 
重 機 

ＪＲ九州バス（株）福岡中部支店 ９       

西鉄バス筑豊（株）直方支社 ３４       

石戸産業（株）  ３      

大国運送（株）  ３  ３ １   

丸五運送（有）  ４ ４ ３    

義金建設（有）  ４      

誠心物流（株）  ５ １ ６ １   

タマチ（株）    １ １５   

福岡大和ヤード（有）   ２ ２ ６   

合    計 ４３ １９ ７ １５ ２３   
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     ２ 水防資材の補給 

水防資材の補給のため、市内外の取扱業者を別表８のとおり指定調査し、緊急補給の
方途を講じておくとともに、これらによってもなお資材が不足又は緊急調達が困難な時
は、県地方本部長に県有水防資材の補給を要請する。 
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別表８ 

 

民     有     水     防     資     材 
 

 

種   別 数 量（基準） 呼   称 備  蓄  場  所 電  話  番  号 備   考 

ナイロンかます 
（土のう袋） 

５，０００  枚 川 村 岩 吉 商 店 ２６－２２００ 確  保  見  込 

ブルーシート １１０ 枚 か   ね   萬 ２３－２８１１ 〃 

ナ マ シ 鉄 線   ３５ 巻 か  ね  萬 ２３－２８１１ 〃 

ト ラ ロ ー プ ２０ 巻 か  ね  萬 ２３－２８１１ 〃 

鉄 バ リ ケ ー ド １５ 台 川 村 岩 吉 商 店 ２６－２２００ 〃 

杭 ( 完 成 品 ) ２０ 本 岩 下 材 木 店 ２２－１６８４ 〃 

手袋（すべり止め） ３００ 双 金 子 株 式 会 社 ２４－３０００ 〃 
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第３節 輸 送 

   水防本部長は、管内のあらゆる状況を考慮した輸送経路を別表９のとおり作成するととも
に、状況に応じて適切な指令を行うものとする。 
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   別表９ 
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第４節 監視と警戒 

   １ 常時監視 

本部長又は消防機関の長は、常時監視員を設けて随時区域内を監視させるとともに、
水防上危険と認められる箇所があるときは直ちに県地方本部と協議し、必要な措置を
講じなければならない。 

   ２ 非常監視 

本部長は、出動命令を発した時から解除するまでの間、特に警戒を厳にし、既往の
被害箇所並びに重要箇所を巡回させ、異常事態を発見した場合は、直ちに県地方水防
本部に報告するとともに、必要な措置をとるものとする。巡回に当っては、次の要点
を特に注意しなければならない。 

（１）居住側堤防斜面の漏水又は飽水による亀裂及び欠け崩れ。 
（２）川側堤防斜面で水当たりの強い場所の亀裂及び欠け崩れ。 
（３）堤防の上端の沈下及び亀裂。 

（４）堤防からの水のあふれ。 
（５）(排・取)水門の両袖又は底部からの漏水と、とびらの締り状態。 
（６）橋りょうその他の河川工作物と堤防取付部の状態。 

   ３ 水門等の操作 

     別表１０に掲げる水門等の管理者は、洪水予報等を受報したときは、水位の変動を監
視し、事態に応じた適切な措置を取らなければならない。 
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別表１０ 

 水 門 等 の 管 理 責 任 者 氏 名 

 

河 川 名 樋 門・樋 管（排・取水門）名 称 
責           任           者 

 備 考 
住            所 氏      名 

遠 賀 川 居 立 川  排 水 樋 門（排水門） 直方市大字下新入１０７０ 松 尾 邦 昭 電 動 

〃 居 立 川  導 水 樋 管（排水門）   直方市新町３丁目２－３６ 坂 田 力 男 電 動 

〃 知    古  排 水 樋 門（排水門） 直方市下境２１２３ エスエスエンジニア（株） 動 力 

〃 知    古  第１排水樋管（排水門） 直方市知古１丁目２－１１  藤 原 和 男 電 動 

〃 知    古  第２排水樋管（排水門）   直方市知古１丁目３－５ 時 川 孝 洋  

〃 知    古  第３排水樋管（排水門） 直方市下境２１２３ エスエスエンジニア（株） 電 動 

〃 日 吉 町  樋 管（排水門） 直方市津田町３番２０号 坂 本 進  

〃 日 吉 町  第 ２ 樋 管（排水門） 〃 〃  

〃 藤    野  排 水 樋 管（排水門） 直方市大字頓野３０１６ 早 瀬 真 一 電 動 

〃 新    町  第１排水樋管（排水門）   直方市新町２丁目７－１２ 松 本 隆 史 電 動 

〃 溝    堀  第１号排水樋管（排水門） 直方市溝堀１丁目７－２ 松 尾 勝 秀  

〃 新    町  下水路排水樋管（排水門）   直方市新町３丁目２－３６ 坂 田 力 男 動 力 

〃 溝    堀  第２号排水樋管（排水門） 直方市溝堀１丁目８番１５号 林   道 雄  

〃 新    町  第二排水樋管（排水門） 直方市新町３丁目１－１３ 飯 野 剛 士 電 動 

〃 赤    地  排 水 樋 管（排水門） 直方市大字中泉８８５－１４ 
（株）ケイ・イー・エス 

直方支店 
 

〃 岩    鼻  排 水 樋 管（排水門） 直方市大字山部１１０１ 成 田 安 雄 電 動 

〃 岩    鼻  第１排水樋管（排水門） 〃 〃  

〃 頓野西ヶ崎排 水 樋 管（排水門）  直方市大字頓野３０１６ 早 瀬 真 一 電 動 

犬 鳴 川 正    境  排 水 樋 管（排水門） 直方市大字植木６８－１２ 今 川 豊 治 電 動 
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別   表  １０ 

水 門 等 の 管 理 責 任 者 氏 名 

河 川 名 樋 門・樋 管（排・取水門）名 称 
責           任           者 

備 考 
住            所 氏      名 

犬 鳴 川 長    田  排 水 樋 管（排水門）   直方市大字下新入１３８３ 吉 田 市 郎  

〃 下 新 入 排 水 樋 管（排水門）   直方市大字下新入２０３５－６ 香 田 年 紀  

〃 下 新 入 樋 管（排水門） 直方市大字下新入１６４９ 高 島 秀 一  

〃 上 新 入 樋 管（排水門）   直方市大字下新入１４５１－２ 川 原 啓 子  

〃 上 新 入 第二排水樋管（排水門） 
直方市大字上新入３４３３ 

直方市大字上新入３３６３－１ 

貞 光 幸 一 

石 田 秀 一 
電 動 

〃 石    丸 排 水 樋 管（排水門） 直方市大字上新入３４３０ 貞 光 誠 一 電 動 

〃 夏  峰 排 水 樋 管（排水門） 直方市大字上新入５０５－１ 貞 光 孝 宏 電 動 

〃 下  口  第４排水樋管（排水門）   直方市大字上新入２９０１ 石 田 豊 隆  

〃 松 ヶ 瀬 排 水 樋 管（排水門）  直方市大字下新入１３５５－２ 香 月 敏 弘 電 動 

彦 山 川 下  境  第１排水樋管（排水門） 直方市溝堀３丁目６－８ 友 原 清 蔵 フラップゲート 

〃 下  境 第２排水樋管（排水門） 〃 〃 〃 

〃 下    境  樋 管（排水門）   直方市溝堀 1丁目７－２ 松 尾 勝 秀 〃 

〃 溝    堀  第３排水樋管（排水門） 〃 〃 〃 

〃 溝  堀 第４排水樋管（排水門） 直方市大字上境４５９－４ 藤 川 義 治 〃 

〃 溝    堀  第５排水樋管（排水門） 〃 〃 〃 

〃 溝  堀  第６排水樋管（排水門）   直方市溝堀３丁目６－８ 永 露 敬 三  

〃 猿  田 第１排水樋管（排水門） 直方市大字下境３５９８ 前 田 弘 義  

〃 猿  田 第２排水樋管（排水門）  直方市大字下境３７８８－２ 牟 田 徳次郎  

〃 中  泉  第１排水樋管（排水門） 直方市大字下境３５８９ 宮 原 勝 義 電 動 

〃 中  泉 第２排水樋管（排水門）   直方市大字下境３８７６－１ 田 中 勝 電 動 

〃 中  泉  排 水 樋 管（排水門） 直方市大字下境２１５８ 舌 間 暉久男  
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別   表  １０ 

水 門 等 の 管 理 責 任 者 氏 名 

河 川 名 樋 門・樋 管（排・取水門）名 称 
責           任           者 

備 考 
住            所 氏      名 

彦 山 川 川 端 川 排 水 樋 管（排水門）  直方市大字下境４０１１－１８ 藤原 祥司 電 動 

犬 鳴 川 篠  振 第２排水樋管（排水門）   直方市大字上新入２１６０－１ 貞 光 加津広 電 動 

〃 篠  振 第３排水樋管（排水門）            〃 貞 光 純 子  

〃 篠  振 第４排水樋管（排水門）        〃 貞 光 加津広  

尺 岳 川 尺 岳 川  １ 号 樋 管（排水門）  直方市大字感田１２２３ 須 藤 賢 一 電 動 

〃 尺 岳 川  ２ 号 樋 管（排水門）  直方市大字感田２８０８－６ 井 上 正 次 電 動 

近 津 川 近 津 川 樋 管（排水門）  直方市大字感田３４５１－１ 岩 野 博 之 電 動 

福 地 川 下  境 排 水 樋 管（排水門） 直方市溝堀２丁目２－３ 友 原 清 蔵 電 動 

〃 上  境 排 水 樋 管（排水門）    〃 〃  
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４ 排水ポンプの操作 

     別表１１に掲げるポンプ場の管理者は、市内の浸水状況に応じ、ポンプの操作を的確に

行うものとする。 
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別表１１  

排  水  用  ポ  ン  プ 

名     称 所    在 能          力 操作員氏名 電話番号 

居立川揚水機場 

（揚水ポンプ場） 
直方市大字下新入 

電動モーター斜流ポンプ 

「直径 1,３５０mm ２２０kw 毎秒４.００ｔ」×２台 

松 尾 邦 昭 

坂 田 吉 穂 

(自)22-4165 

(ポ)24-6626 

芝原排水機場 

（排水ポンプ場） 
直方市大字知古９９０番地 

ディーゼル斜流ポンプ       

「直径 ９００mm ２００ps 毎秒１.８３ｔ」×２台 

コラム式水中ポンプ 

「直径 ７００mm ７５kw  毎秒０.９１ｔ」×２台 

エスエスエンジニア（株） 
(会)28-3091 

(ポ)22-4956 

新町排水機場 

（排水ポンプ場） 
直方市新町３丁目 

ディーゼル主軸斜流ポンプ 

「直径 １,１００mm ２６０ps 毎秒２.５０ｔ」×２台 
坂 田 力 男 (ポ)25-2198 

藤野川排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

直方市大字頓野 

ディーゼル横軸斜流ポンプ 

「直径 １,５００mm ５００ps 毎秒５.００ｔ」×２台 

ガスタービン縦軸斜流ポンプ 

「直径 １,３５０mm ３８６kw 毎秒５.１０ｔ」×１台 

 
（株）ケイ・イー・エス直方支店 

 

 

(会)24-8304 

(ポ)29-3085 

 

川端川排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

直方市大字下境 
ディーゼル縦軸斜流ポンプ 

「直径 １,３５０mm ３５０ps 毎秒４.００ｔ」×２台 
藤原 祥司 

(自)22-1283 

  (ポ)29-3084 

植木揚水機場 

（揚水ポンプ場） 
直方市大字植木 

電動モーター横軸斜流ポンプ 

「直径 １,３５０mm １８５kw 毎秒４.１５ｔ」×１台 

「直径   ６００mm  ３７kw 毎秒０.４０ｔ」×２台 

今  川  文  親 
(自)28-0117 

(ポ)24-6850 

感田排水機場 

（排水ポンプ場） 
直方市大字感田 2587－1 

ディーゼル縦軸斜流ポンプ 

「直径 １，２００mm ５００ps 毎秒２.５８ｔ」×２台 

電動モーター縦軸斜流ポンプ 

「直径   ３５０mm  ３７kw 毎秒０.２３ｔ」×２台 

(株)洋光製作所 

西  村  次  夫 

桑  原  英  年 

(会)22-6000 

(ポ)29-0440 
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別表１１ 

排  水  用  ポ  ン  プ 
名     称 所    在 能          力 操作員氏名 電話番号 

夏峰排水機場 

（排水ポンプ場） 
直方市大字上新入 

電動モーター横軸水中軸流ポンプ 

「直径  ５００mm ３０kw 毎秒０.５５ｔ」×２台 
貞  光  孝 宏 

(自)22-5540 

(ポ)22-6020 

松ケ瀬排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

 

直方市大字下新入 電動 横軸軸流ポンプ 

「直径 ８００mm ５５kw 毎秒１.３０ｔ」×２台 

香  月  敏  弘 

西  尾  英  俊 

(自)28-2185 

(ポ)24-0404 

石丸排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

直方市大字上新入 
電動 横軸軸流ポンプ 

「直径 ３００mm １１kw 毎秒０.２０ｔ」×２台 

貞  光  誠  一 

貞 光 朝 夫 

(自)22-6875 

(自)23-2882 

(ポ)29-3015 

赤地排水機場 

（排水ポンプ場） 
直方市大字赤地 

電動 ボルテックスポンプ 

「直径 ６００mm ７５kw 毎秒０.７５ｔ」×２台 
（株）ケイ・イー・エス直方支店 

 (会)24-8304 

(ポ)28-2076 

尺岳川２号排水機場 

（排水ポンプ場） 

直方市大字感田 

  (知古 6－2) 

電動 横軸水中軸流ポンプ 

「直径 ５００mm １８.５kw 毎秒０.４０ｔ」×２台 

井 上 正 次 

岩 野 博 之 

(自)26-2509 

(自)25-1876 

上新入第２排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

直方市大字上新入 
電動 横軸水中軸流ポンプ 

「直径  １，０００mm ７５kw 毎秒２.００ｔ」×２台 

貞 光 幸 一 

石 田 秀 一 

(自)23-2209 

(自)24-0539 

(ポ)23-0904 

北小川排水機場 

（排水ポンプ場） 

［国土交通省主管］ 

直方市日吉町 
ディーゼル 立縦軸軸流ポンプ 

「直径 ９００mm ２１４ps 毎秒２.１５ｔ」×２台 
エスエスエンジニア（株） 

(会)28-3091 

(ポ)23-0037 
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５ 水防警戒区域 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、特に必要があるときは法第２１条の警戒区域を設定し、 

居住者等に対し退去を命ずることができる。 

 

第５節 水防信号及び標識 

１ 水防信号 

本市で用いる水防信号は、次のとおりとする。 

種    類 説             明 サイレン信号 

第 一 信 号 はん濫注意水位に達したことを知らせるもの 

(約５秒)  (約１５秒)  (約５秒)  (約１５秒)  (約５秒)   

 

０  －     休   止   0  －      休  止    0  － 

第 二 信 号 
消防機関に属する者全員が出動すべきことを 

知らせるもの 

(約５秒)   (約６秒)   (約５秒)   (約６秒)   (約５秒)     

 

０  －     休   止   0   －     休  止    0  － 

第 三 信 号 
市内の区域内に居住する者が水防の応援に出 

動すべきことを知らせるもの 

(約 10秒)  (約５秒)  (約 10秒)  (約５秒)  (約 10秒)   

 

０  －     休   止   0   －    休  止    0  － 

第 四 信 号 
必要と認める区域内の居住者に避難すべきこ 

とを知らせるもの 

(約１分)  (約５秒)  (約１分)      

 

０  －  休   止    0  － 

(1) 信号は、適宜時間を継続すること。 

(2) 危険解消と確認したときは、口頭伝達により周知させること。 

２ 優先通行の標識 

水防に従事する者及び車両等が出動するときは、別表１２の腕章及び標識をつけるものとする。 
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別表１２ 

 

優  先  通  行  標  識 
 

(1)  腕    章                                        (2)  車 両 標 識 

 

青地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

白文字 

直 方 市 災 害 対 策 本 部  印 

１０ｃｍ 

２０ｃｍ 

白地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤文字 

直 方 市  

６０ｃｍ 

９０ｃｍ 
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第６節 相互応援及び他の機関との協議 
１ 相互応援 

法第２３条の規定により、水防のため緊急の必要があるときは水防管理者は、他の水防
管理者又は市町村長若しくは消防長に対して応援を要請することができる。又は、災害拡
大のおそれが生じ、自衛隊の派遣を必要とするときは、県知事を通じて要請する。 

２ 他の機関との協議 
本部長は、水防活動を容易にするため、水防関係事項については、県地方本部及び関係

機関と協議し、活動の円滑をはかるものとする。 
 
第７節 避難 
本部長は、災害の危険がある場合、必要と認める地域の住居者等に対し、避難のための立ち

退きを勧告又は指示するとともに、所轄警察署長に通知しなければならない。 
１ 避難所設営予定箇所 
避難所設営予定箇所は、別表１３のとおりとする。 
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別表１３ 
避難所設営予定箇所 

名  称 住  所 電話番号 ＦＡＸ 
延床面積 

（㎡） 
収容可能人数 

（人）2.2㎡ 

1 遠賀川水辺館 溝堀１丁目 1番 1号 22-1810 22-2859 259 117 

2 直方自動車学校 赤地１番地 22-3155 24-0040 523 237 

3 直方西小学校（体育館） 山部６６６番地 25-2252 25-1523 759 345 

4 
鞍手高等学校（体育館、 

武道場、鈴懸ホール） 
山部８１０番地７ 22-0369 22-0370 3,160 1,436 

5 直方市体育館 直方６７４番地２５ 25-2237 25-2238 5,137 2,335 

6 真照寺 下新入１６７２番地１ 22-4565 22-4568 50 22 

7 代行寺 植木７４９番地 28-0410  350 159 

8 願照寺 植木２２９８番地 28-1056  50 22 

9 中泉小学校（体育館） 中泉８４８番地３ 22-0813 22-5338 755 343 

10 下境第三集会所 下境３９１０番地２８   66 30 

11 下境小学校（体育館） 下境１８２０番地 22-0812 22-5336 853 387 

12 直方第一中学校（体育館） 下境１８９２番地１ 22-0178 22-5001 1,138 517 

13 下境三区公民館 下境３９１０番地３   147 66 

14 永満寺公民館 永満寺２０８８番地   176 80 

15 直方特別支援学校（体育館） 下境４１０番地２ 24-5570 24-5508 1,009 458 

16 中小企業大学校直方校 永満寺１４６３番地２ 28-1144 28-4385 421 191 

17 上頓野小学校（体育館） 上頓野２５１０番地 26-0815 26-5322 767 348 

18 上頓野校区自治公民館 上頓野２６８９番地６   50 22 

19 頓野公民館 頓野１６８５番地４   150 68 

20 感田小学校（体育館） 感田１１６０番地 26-0811 26-0799 909 413 

21 直方東小学校（体育館） 頓野２０９５番地１ 25-0717 25-0790 773 351 

22 直方高等学校（武道場） 頓野３４５９番地２ 22-0006 22-0156 816 371 

23 直方第二中学校（体育館） 頓野４０８２番地 26-0657 26-0659 1,034 470 

24 筑豊高等学校（体育館） 頓野４０１９番地２ 26-0324  1,567 712 

25 光福寺 下境１６３８番地 24-2248  100 45 

26 清光寺 中泉９１番地 24-3281  77 35 

27 直方歳時館 新町１丁目１番１８号 25-2008 25-2008 143 65 

28 新中原公民館 頓野１１９３番地４   109 49 

29 天理教筑紫大教会 頓野３０９０番地 24-2200  237 107 

30 
特別養護老人ホーム 

すみれそうのおがた 
上境２０２７番地１ 25-8723 25-8724 177 80 

31 直方市火葬場 天翔館 
上新入２４３０番地１

４ 
25-2110  333 151 

32 
直方市汚泥再生処理センタ

ー 
知古 189-1 26-2594  99 45 

 計     10,077 
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第８節 水防報告と記録 

 
  水防活動及び水防訓練の結果について、法第４７条の規定に基づいて行う水防報告及び記
録は、次のとおりとする。 

  １ 逐時報告 
    水防体制から平常時に復したとき、又は水防訓練を行ったときは、次の事項を取りまと

め、水防報告については、別表１４、訓練報告については、別表１５により直方県土整備
事務所を通じて知事に報告する。 
（１）天候の状況 
（２）洪水増減の状況 
（３）使用資機材の種類、数量の状況 
（４）堤防その他の施設の異常の有無 
（５）水防作業の状況 

（６）法第２８条の規定による公用負担下命の種類及び員数 
（７）消防団員の出動時刻及び人員 
（８）応援の状況 
（９）住居者の状況 
（10）警察の援助の状況 
（11）現場指導の官公吏名 
（12）立ち退き状況 
（13）水防関係者の死傷の有無並びに被災者の状況 
（14）功労者及びその功績 
（15）今後の水防について、考慮を要する点及びその他の所見 
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別表１４ 

 

水  防  実  施  状  況  報  告  書 
                                                                   直  方  市  長    ㊞ 

水 防 実 施 月 日 

                          豪       雨 

    年    月    日     

台風第         号 

報告月日       年    月    日 

 

増 水 の 概 況 

 

はん濫注意水位     ｍ    連続雨量       mm（    月    日    時～   月    日    時） 

川                     最大日雨量        mm（    月    日） 

増 水 位     ｍ    最大時間雨量      mm（   月    日     時～     時） 

水 防 実 施 箇 所 直方市大字                                             地先              ｍ 

 

出 動 人 員 数 

消 防 団 員 警 察 官 自 衛 隊 員  そ の 他 計 

人 

(内応援  人) 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

      

人 

水 防 作 業 概 況 

及   び   工   法 

 

水        防        効        果 

 

 

 

一 

 

 

般 

 

 

災 

 

 

害 

項 目 

種 別 
被 害 防 止 実  被  害 

 

 

 

所 

 

 

要 

 

 

経 

 

 

費 

団体名 

区分 

管    理 

団 体 分 

県 

支 出 分 
計 

田 
          ha 

千円 

ha 

千円 
人 件 費 

   

畑 
            ha 

          千円 

ha 

千円 

 資  

材 

   

家     屋 
            戸 

          千円 

          戸 

         千円 

物 

 

器  

材 

   

工     場 
            戸 

          千円 

          戸 

         千円 

件 

 
その他 

   

その他一般土木

災     害 

             

千円  

           

千円 

費 

 

小  

計 

   

  

  小     計 

 

            ha 

            戸 

          千円 

          ha 

          戸 

         千円 

 

合      計 

   

 

河  

川

災

害 

堤     防 
            ｍ 

千円 

          ｍ 

千円 

 

主

要

使

用

資

材

内

訳 

俵 

(かます袋) 
単価   円 

       枚 

単価   円 

       枚 

単価    円 

        枚 

護     岸 
            ｍ 

          千円 

          ｍ 

千円 
むしろ 

   

そ の 他 

災害河川 

            ｍ 

千円 

          ｍ 

千円 
な  わ 

   

小    計 
            ｍ 

千円 

ｍ 

千円 
丸  太 

   

 

合          計 

            ha 

            戸 

          千円 

          ha 

          戸 

         千円 

その他 
   

     

（備 考） 功労者の氏名、年齢、所属及び功績概要 

破提等があった時、その原因 (水防作業者の立場から見て記入のこと) 

 
 

水防活動に対する自己批判 
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別表１５ 

水  防  訓  練  報  告  書 
                                                                        直  方  市 

 

実 施 月 日 

 

                                                                                            左岸       

    年    月    日    地先               川筋   直方市大字                        地先 

                                                                                            右岸 

 

 

実 施 団 体 

 

 主 催 者           参      加      団      体  

合   計 

 

参

観

者 

 

計 

 

人 
団  体  名 

    
小   計 

参 加 人 員 
       

人 

       

人 

 

人 

 

人 

 

人 

 

人 

訓 練 概 要 

(訓 練 内 容) 

 

 

 

 

 

 

経 

 

 

 

費 

 一    般    経    費 資            材            費 合    計  

摘 要 
人件費 

その他 

(食糧燃料) 
計  (A) かます く い な わ 

 
計   (Ｂ) ( A＋ B ) 

管理団体 

 

円 

 

円 

 

円 

(     

枚) 

円 

(     本

) 

円 

(     玉) 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

県 支 出 

 

円 

 

円 

 

円 

(     

枚) 

円 

(     本

) 

円 

(     玉) 

円 

 

円 

 

円 

 

円 

 

(想  定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付  記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 結 果 講 評 )  ( 良 か っ た 点 、悪 か っ た 点 ) 
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２ 定期報告 

毎年、水防期の経過後、必要に応じ直方県土整備事務所を通じて国土交通省に提出す
るものとする。 
 

３ 水防記録 
水防活動を開始したときは、別表１６の水防日誌に記載すると共に、必要に応じて現

場写真を撮影しなければならない。 
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別表１６ 

水     防     日     誌 
                                                                    

水 防 実 施 月 日 

豪       雨 

    年    月    日                             警報等の発表 

台風第         号 

 

増 水 の 概 況 

 

はん濫注意水位     ｍ    連続雨量    mm（    月    日    時～   月    日    時） 

川                     最大日雨量        mm（    月    日） 

増 水 位     ｍ    最大時間雨量      mm（   月    日     時～     時） 

水 防 実 施 箇 所 直方市大字                                             地先              ｍ 

 出 動 人 員 数 

消 防 署 員 消 防 団 員 自 衛 隊 員 警  察  官 そ の 他 計 

人 

 

人 

(内応援    人)  

人   人 人           人 

水 防 作 業 概 況 

及   び   工   法 

 

水        防        効        果 

 

 

 

一 

 

 

般 

 

 

災 

 

 

害 

項 目 

種 別 
被 害 防 止 実  被  害 

 

 

 

所 

 

 

要 

 

 

経 

 

 

費 

団体名 

区分 

管  理 

団体分 

県 

支出分 
計  

田 
         ha 

千円 

ha 

千円 
人 件 費 

   食糧等 

を含む 

畑 
          ha 

          千円 

ha 

千円 

 
資  材 

    

家     屋 
          戸 

          千円 

          戸 

         千円 

物 
器  材 

    

工     場 
          戸 

          千円 

          戸 

         千円 

件 
その他 

    

その他一般土木

災          害 

 

          千円  

 

         千円 

費 
小  計 

    

  

  小     計 

 

          ha 

          戸 

          千円 

          ha 

          戸 

         千円 

 

合     計 

    

 

河

川

災

害 

堤     防 
          ｍ 

千円 

          ｍ 

千円 

 

主

要

使

用

資

材

内

訳 

俵 
(かます袋) 

単位  円 数   量 単位  円 数   量  

護     岸 
          ｍ 

          千円 

          ｍ 

千円 
むしろ 

     

そ の 他 

災害河川 

          ｍ 

千円 

          ｍ 

千円 
な  わ 

     

小    計 
          ｍ 

千円 

ｍ 

千円 
丸  太 

     

 

合          計 

          ha 

          戸 

          千円 

          ha 

          戸 

         千円 

その他 
     

       

(備  考) 功労者の氏名、年齢、所属及び功績概況 

破損等があったとき、その理由 

 

 

水防活動に対する自己批判 
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４ 水防資材受払簿 

    水防資材は、別表１７の水防資材受払簿に受け払いを記載するものとする。 
 



48 

 

別表１７ 

水  防  資  材  受  払  簿 

 

 

 

品      名 単 位 呼 称 

  

年  月  日 出納命令印 
摘        要 

（用  途） 
単  価 受 払 残 受領者印 
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第９節 水防非常配置の解除 
  本部長は、水位が警戒水位以下に減じ警戒の必要がなくなったと認めたときは、水防非常配

置を解除するとともに、一般に周知しなければならない。 
 
第７章 水防費用と公用負担 

 
第１節 水防費用 
市の水防管轄区内の水防に要した費用は、市が負担する。ただし、他の水防管理団体への応

援のために要した費用の負担は、被応援団体と協議し、その区分及び額を定めるものとする。 
第２節 公用負担 
法第２８条の規定に基づき、水防のため緊急に必要のあるときは、水防本部長は、水防の現

場において次の権限を行使することができる。 
  （１） 必要な土地の一時使用 
  （２） 土石、竹木その他の資材の使用及び収用 

  （３） 車両その他の運搬用具若しくは器具の使用 
  （４） 工作物その他の障害物の処分 
  前項の権限行使によって、所有者、管理者等損失を被った者に対しては、時価によりその損
失を補償するものとする。 

 
第８章 計画の更新 
 
水防計画は、毎年防災会議にはかり、その承認を得て更新するものとする。 
 

第９章 その他 
 

第１節 水防工法 

 水防作業に当たり実施する工法は、おおむね次のとおりとする。 
  【積み土俵・折り返し・築きまわし・月の輪・その他有効な方法】 
第２節 水防訓練 
 水防訓練は、県水防本部長や専門職の指導を受け、おおむね次の要領で実施するものとする。 

１ 想定訓練 
（１）気象状況 
（２）水位及び降雨の状況 
（３）洪水予報 
（４）危険箇所 
（５）状況変化 
２ 作業訓練 
（１）水防作業員の招集出動 

（２）水防工法の選定、各工法の実習 
（３）必要資機材の種類及び数量の判定 
（４）資機材運搬の状況 
（５）作業開始から終了までの動作とでき上がりの判定 
（６）状況変化による次期作業についての判定 

第３節 啓発広報 
 水防管理者は、水防に必要な次の事項について、各関係機関及び団体と協力して、その広報
周知を図るものとする。 

（１）市民に対する水防協力への認識を深める。 
（２）気象予報、水防警報の伝達方法（特に夜間） 
（３）護岸、堤防等の異常発見の通報並びに応急処置の方法について指導すること。 
（４）重要水防改善箇所、資材運送等について、関係者及び市民に対する周知を図ること。 
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付録 
       
電   話   番   号   一   覧   表          №１ 

名               称 電 話 番 号   名               称 電 話 番 号   名               称 電 話 番 号 

市    関    係    機    関   運     送     関     係   報     道     関     係 

災害対策本部 ２５－２００２   ＪＲ九州バス(株)福岡中部支店 ５２－０１８０   毎日新聞 ２６－２５６６ 

直方市消防本部 ２５－２３００   西鉄バス筑豊（株） 直方支社 ２６－６１２０   朝日新聞 0948-22-1730 

国土交通省 九州地方整備局 
２４－００８３ 

  石戸産業（株） ３２－０９３６   西日本新聞 ２６－１３６１ 

遠賀川河川事務所 直方出張所   大国運送（株） ６２－２９０３   読売新聞 ２２－３８０１ 

直方警察署 ２２－０１１０ 

  

丸五運送 ２２－１４５８ 

  

NHK飯塚通信部 0948-22-3337 

直方水防地方本部  

 （福岡県直方県土整備事務所） 
２２－５６１７ 義金建設（有） ２４－１８８６   

福岡森林管理署 

直方森林事務所 
２６－４０４１   誠心物流（株） ６６－４８７７       

福岡県直方県土整備事務所 ２２－５６１７   タマチ（株） ４２－５４３２       

直方鞍手医師会 ２２－０４４８   福岡大和ヤード（有） ３２－８２２７   学   校   関   係   ・   そ  の  他 

直方鞍手薬剤師会 ２９－７０５５       南小学校 ２５－２２５４ 

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 0948-21-4876       北小学校 ２５－２２５１ 

NTT西日本－筑豊営業支店 0948-26-2700       西小学校 ２５－２２５２ 

九州電力㈱飯塚配電事業所 0948-21-1565   
  

  新入小学校 ２２－０８10 

福岡県トラック協会筑豊支部 0948-26-2227   
  

  感田小学校 ２６－０８１１ 

直方商工会議所 ２２－５５００   
  

  上頓野小学校 ２６－０８１５ 

直方市農業委員会 ２５－２３３３   
  

  下境小学校 ２２－０８１２ 

    
  

  福地小学校 ２２－０８１４ 

    
 

    中泉小学校 ２２－０８１３ 

    
 

    植木小学校 ２８－００２５ 

    
  

  東小学校 ２５－０７１７ 
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付録 
     
電  話  番  号  一  覧  表        №２ 

            
名   称 電  話  番  号   水  防  資  機  材  取  扱  業  者 電  話  番  号 

直方第一中学校 ２２－０１７８ 
 
かね萬 

 
２３－２８１１ 

直方第二中学校 ２６－０６５７ 
 
岩下材木店  ２２－１６８４ 

直方第三中学校 ２５－２２５６ 
 

   

植木中学校 ２８－０４３９ 
 
関係官公署及び周辺市町村 電 話 番 号 防 災 無 線 

鞍手高等学校 ２２－０３６９ 
 
福岡県災害対策本部（県庁代表） 092-651-1111 78-700-7500 

筑豊高等学校 ２６－０３２４ 
 
福岡県防災危機管理局防災企画課 092-643-3112 78-700-7022 

直方高等学校 ２２－０００６ 
 
福岡県消防学校 0940-42-5100 78-960-70 

大和青藍高等学校 ２２－０５３３ 
 
田川地区消防本部 0947-44-0650 78-669-70 

直方特別支援学校 ２４－５５７０ 
 
飯塚地区消防本部 0948-22-7600 78-668-70 

直方自動車学校 ２２－３１５５ 
 
直方鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 32-1130 78-670-70 

直方市中央公民館 ２５－２２４１ 
 
中間市消防本部 093-245-0901 78-656-70 

直方市男女共同参画センター ２５－２２４４ 
 
中間市役所 093-244-1111 78-215-70 

直方市民体育センター ２５－２２４６ 
 
福智町役場 0947-22-0555 78-606-70 

直方市体育館 ２５－２２３７ 
 
小竹町役場 09496-2-1212 78-401-70 

遠賀川水辺館 ２２－１８１０ 
 
宮若市役所 32-0510 78-403-70 

  
 
鞍手町役場 42-2111 78-402-70 

  
 
福岡管区気象台 092-725-3601 78-981-70 

   
飯塚特別地域気象観測所 0948-22-0492 

 
   

陸上自衛隊飯塚駐屯地第二施設群本部 0948-22-7651 
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付録 

１ 国土交通省管理の重要水防箇所 

 （１）重要水防箇所評定基準について 

   ①基準の考え方 

   （ア）水防上の重要度に応じて２ランク（Ａ・Ｂ）に区分したものである。 

   （イ）水防上重要な区間と改修を優先すべき区間との間に整合性を持たせたものである。 

   ②重点区間について 

   （ア）水防活動上の必要性に応じて、特に水防時に重点的に巡視すべき区間として、「重 

     点区間」を設定しても良いものである。 

   （イ）重点区間は、各河川延長の１割程度を目安とするものとすること。 

 

種別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

越水 

（溢水） 

計画高水流量規模の洪水の水位（高

潮区間の堤防にあっては計画高潮位）

が現況の堤防高を越える箇所。 

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）と現

況の堤防高との差が堤防の計画余裕高

に満たない箇所。 

 

 

堤体漏水 

堤防の機能に支障が生じる堤体の

変状の履歴（被災状況が確認できるも

の）があり、類似の変状が繰り返し生

じている箇所。 

堤体の土質、法匂配等からみて堤防

の機能に支障が生じる堤体の変状の

生じるおそれがあり、かつ堤防の機能

に支障が生じる堤体の変状の履歴（被

災状況が確認できるもの）がある箇

所。 

水防団等と意見交換を行い、堤体漏

水が生じる可能性が特に高いと考え

られる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変

状の履歴（被災状況が確認できるもの）

があり、安全が確認されていない箇所、

又は堤防の機能に支障は生じていない

が、進行性がある堤体の変状が集中して

いる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる堤体の変

状の履歴（被災状況が確認できるもの）

はないが、堤体の土質、法匂配等からみ

て堤防の機能に支障が生じる堤体の変

状の生じるおそれがあると考えられる

箇所。 

水防団等と意見交換を行い、堤体漏水

が生じる可能性が高いと考えられる箇

所。 

 

 

基礎地盤 

漏水 

堤防の機能に支障が生じる基礎地

盤漏水に関係する変状の履歴（被災状

況が確認できるもの）があり、類似の

変状が繰り返し生じている箇所。 

基礎地盤の土質等からみて堤防の

機能に支障が生じる変状の生じるお

それがあり、かつ堤防の機能に支障が

生じる基礎地盤漏水に関係する変状

の履歴（被災状況が確認できるもの）

がある箇所。 

水防団等と意見交換を行い、基礎地

盤漏水が生じる可能性が特に高いと

考えられる箇所。 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤

漏水に関係する変状の履歴（被災状況が

確認できるもの）があり、安全が確認さ

れていない箇所、又は堤防の機能に支障

は生じていないが、進行性がある基盤漏

水に関係する変状が集中している箇所。 

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤

漏水に関係する変状の履歴（被災状況が

確認できるもの）はないが、基礎地盤漏

水の土質等からみて堤防の機能に支障

が生じる変状の生じるおそれがあると

考えられる箇所。 

水防団等と意見交換を行い、基礎地盤

漏水が生じる可能性が高いと考えられ

る箇所。 

 

 

水衝・洗掘 

水衝部にある堤防の前面の河床が

深掘れしているがその対策が未施工

の箇所。 

 橋台取り付け部やその他の工作物

の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が

洗われ、一部破損しているが、その対

策が未施工の箇所。 

 波浪による河岸の決壊等の危険に

瀕した実績があるが、その対策が未施

工の箇所。 

 

 水衝部にある堤防の前面の河床が深

掘れにならない程度に洗掘されている

が、その対策が未施工の箇所。 
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種別 
重要度 

要注意区間 
Ａ 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間 

工作物 

河川管理施設等応急対策基準に基

づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管

その他の工作物の設置されている箇

所。 

 橋梁その他の河川横断工作物の桁

下高等が計画高水流量規模の洪水水

位（高潮区間の堤防にあっては計画高

潮位）以下となる箇所。 

 

橋梁その他の河川横断工作物の桁下

高等と計画高水流量規模の洪水の水位

（高潮区間の堤防にあっては計画高潮

位）との差が堤防の計画余裕高に満たな

い箇所。 

 

陸閘   陸閘が設置されている箇所。 

工事施工 

   出水期間中に堤防を開削

する工事箇所又は仮締切り

等により本堤に影響を及ぼ

す箇所。 

 

新堤防・破 

跡・旧川跡 

   新堤防で築造後３年以内

の箇所。破堤跡又は旧川跡の

箇所。 
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【国土交通省管理区間】重要水防区域一覧表（Ｂ）〈堤防〉その１ 

 

番号 河川名 地先名 
左右岸 

の区別 
位置 

延長

(ｍ) 
備考 水防工法 

11 遠賀川 直方市植木地先 左 13/140 ～ 13/200 60 越水 B 
   

積み土俵 

12 遠賀川 
直方市植木地先 

直方市感田地先 
左 13/200 ～ 15/900 2,700 越水 B 

   
積み土俵 

13 遠賀川 直方市感田地先 左 15/900 ～ 16/700 800 越水 B 
   

積み土俵 

14 遠賀川 
直方市感田地先 

直方市知古地先 
左 16/700 ～ 16/900 200 越水 B 

   
積み土俵 

15 遠賀川 直方市知古地先 左 17/100 ～ 17/600 500 越水 B 
   

積み土俵 

16 遠賀川 直方市知古地先 左 17/600 ～ 17/700 100 越水 B 
堤体漏水B

（法崩れ）   

シート張り・ 

積み土俵 

17 遠賀川 直方市知古地先 左 17/700 ～ 17/900 200 越水 B 
堤体漏水B

（法崩れ） 
  

シート張り・ 

積み土俵 

18 遠賀川 
直方市知古地先 

直方市日吉町地先 

直方市津田町地先 

左 17/900 ～ 18/800 900 越水 B 
堤体漏水B

（法崩れ）   

シート張り・ 

積み土俵 

19 遠賀川 
直方市津田町地先 

直方市殿町地先 
左 18/800 ～ 19/700 900 越水 B 

   
積み土俵 

20 遠賀川 直方市新町地先 左 19/900 ～ 20/300 400 越水 B 
   

積み土俵 

21 遠賀川 直方市山部地先 左 20/900 ～ 21/100 200 越水 B 
   

積み土俵 

22 遠賀川 直方市山部地先 左 21/100 ～ 21/300 200 越水 B 
   

積み土俵 

23 遠賀川 直方市山部地先 左 21/300 ～ 21/320 20 越水 B 
   

積み土俵 

79 遠賀川 直方市感田地先 右 15/780 ～ 15/900 120 越水 B 
   

積み土俵 

80 遠賀川 直方市感田地先 右 15/900 ～ 16/900 1,000 越水 B 
   

積み土俵 

81 遠賀川 直方市感田地先 右 17/100 ～ 17/500 400 越水 B 
   

積み土俵 

82 遠賀川 直方市感田地先 右 17/500 ～ 17/700 200 越水 B 
   

積み土俵 

83 遠賀川 
直方市知古地先 

直方市頓野地先 

直方市下境地先 

右 17/700 ～ 19/100 1,400 越水 B 
   

積み土俵 
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【国土交通省管理区間】重要水防区域一覧表（Ｂ）〈堤防〉その２ 

 

番号 河川名 地先名 
左右岸 

の区別 
位置 

延長

(ｍ) 
備考 水防工法 

152 犬鳴川 直方市下新入地先 左 1/700 ～ 2/300 600 越水 B 
   

積み土俵 

153 犬鳴川 直方市上新入地先 左 2/900 ～ 3/500 600 越水 B 
   

積み土俵 

172 犬鳴川 
直方市下新入地先 

直方市上新入地先 
右 1/700 ～ 3/540 1,840 越水 B 

   
積み土俵 

196 彦山川 直方市溝堀地先 左 0/100 ～ 0/300 200 越水 B    積み土俵 

197 彦山川 直方市溝堀地先 左 0/300 ～ 0/700 400 越水 B    積み土俵 

198 彦山川 
直方市溝堀地先 

直方市下境地先 
左 0/700 ～ 2/000 1,300 越水 B    積み土俵 

199 彦山川 直方市下境地先 左 2/000 ～ 2/100 100 越水 B 堤体漏水B  
基礎地盤漏

水 B 

シート張り・ 

積み土俵 

釜段工 

200 彦山川 
直方市下境地先 

直方市中泉地先 
左 2/100 ～ 2/300 200 越水 B   

基礎地盤漏

水 B 

シート張り・ 

積み土俵 

釜段工 

201 彦山川 直方市中泉地先 左 2/300 ～ 2/500 200    
基礎地盤漏

水 B 

シート張り・ 

釜段工 

202 彦山川 直方市中泉地先 左 2/500 ～ 3/540 1,040 越水 B   
基礎地盤漏

水 B 

シート張り・ 

積み土俵 

釜段工 

237 彦山川 直方市下境地先 右 0/000 ～ 1/500 1,500 越水 B    積み土俵 

238 彦山川 直方市上境地先 右 2/500 ～ 3/100 600 越水 B    積み土俵 

239 彦山川 直方市上境地先 右 3/300 ～ 3/700 400 越水 B    積み土俵 

 計   （31ヶ所）       19,280    
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【国土交通省管理区間】重要水防区域一覧表（要注意）〈堤防〉 

 
管理 

番号 
県名 河川名 地先名 

左右岸 

の区別 
位置 延長(ｍ) 備考 水防工法 

2 福岡県 遠賀川 直方市植木地先 左 14/000 ～ 14/200 200  破堤履歴 積み土俵 

8 福岡県 遠賀川 直方市感田地先 右 17/500 ～ 17/700 200 新堤防（令和元年度施工） シート張り 

9 福岡県 遠賀川 

直方市知古地先 

直方市頓野地先 

直方市下境地先 

右 17/900 ～ 19/300 1,400 新堤防（令和元年度施工） シート張り 

15 福岡県 彦山川 
直方市溝堀地先 

直方市下境地先 
左 0/700 ～ 1/700 1,000 新堤防（令和元年度施工） シート張り 

16 福岡県 彦山川 直方市下境地先 右 0/100 ～ 0/700 600 新堤防（令和元年度施工） シート張り 

  計   （5ケ所） 3,400   

 

 

【国土交通省管理区間】重要水防区域一覧表（Ａ）〈構造物〉 

 
管理 

番号 
県名 河川名 名称 地先名 

左右岸 

の区別 
位置 備考 

1 福岡県 遠賀川 平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁（下流） 直方市 ― 20/900 許可工作物 

2 福岡県 遠賀川 平成筑豊鉄道嘉麻川橋梁（上流） 直方市 ― 20/910 許可工作物 
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【国土交通省管理区間】重要水防区域一覧表（Ｂ）〈構造物〉 

 
管理 

番号 
県名 河川名 名称 地先名 

左右岸 

の区別 
位置 備考 

6 福岡県 遠賀川 北九州市水管橋 直方市・北九州市八幡西区 ― 13/730 許可工作物 

7 福岡県 遠賀川 中島橋 直方市・北九州市八幡西区 ― 15/320 許可工作物 

8 福岡県 遠賀川 なのはな大橋 直方市 ― 16/900 許可工作物 

9 福岡県 遠賀川 直方市北部幹線水管橋 直方市 ― 17/000 許可工作物 

10 福岡県 遠賀川 日の出大橋 直方市 ― 18/650 許可工作物 

11 福岡県 遠賀川 勘六橋 直方市 ― 19/840 許可工作物 

12 福岡県 遠賀川 新橋 直方市 ― 20/550 許可工作物 

59 福岡県 犬鳴川 天神橋 直方市 ― 1/080 許可工作物 

60 福岡県 犬鳴川 若宮川鉄道橋 直方市 ― 1/130 許可工作物 

61 福岡県 犬鳴川 松ヶ瀬橋 直方市 ― 1/600 許可工作物 

62 福岡県 犬鳴川 新入大橋 直方市 ― 2/400 許可工作物 

63 福岡県 犬鳴川 広甲橋 直方市 ― 2/800 許可工作物 

80 福岡県 彦山川 東勘六橋 直方市 ― 0/650 許可工作物 

81 福岡県 彦山川 直方大橋 直方市 ― 2/400 許可工作物 

82 福岡県 彦山川 岡森橋 直方市 ― 3/000 許可工作物 

83 福岡県 彦山川 岡森堰 直方市 ― 3/180 許可工作物 
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付録 

２ 県知事管理区間の重要水防箇所 

 （１）重要度 

    

水防上もっとも重要な区間 Ａ 背後地に家屋密集地、あるいは主要公共施設（鉄道、主要道路等）があり甚大な被害が予想されるもの 

次に重要な区間      Ｂ 背後地に家屋あるいは公共施設に被害が予想されるもの 

その他重要な区間     Ｃ 背後地の農地（田畑等）に被害が予想されるもの 

 

 （２）選定基準 

 

河川断面 河道の未改修による狭小、または局部的な堆積土砂等に起因して被害が予想される区間 

堤防断面強度 護岸脆弱 
築堤箇所で堤防天端幅が 3.0m 以下で一般に刃堤となっているところ、築堤河川において基礎地盤の軟弱により

法面崩壊や急激な沈下等が予想される箇所、または護岸脆弱に起因して決壊する危険が予想されるもの 

漏水・水衝 洗掘 
堤体あるいは基礎地盤により漏水の実績があるところ、または水衝部で川岸が洗掘され護岸がたびたび破損や破

堤等により被害が予想される区間 

工事施工中 
出水期間中および長期間にわたって仮締切により樋門樋管等の工事のため堤防を開削している箇所、または築堤、

掘削工事のため堤防を横断方面に切開している箇所で一時的であるが危険が予想される箇所 

 

【県知事管理区間】重要水防箇所一覧表（Ｂ）〈河川〉 

 

管理 

番号 

県土整備 

事務所 
水系名 河川名 

左右岸 

の区別 

延長

（ｍ） 

位置 
重要度 

予想される 

事態 
水防工法 

市郡 区町村 大字 キロ杭位置 

4-3 直方 遠賀川 福地川 
左 

右 

2,050 

2,050 
直方  上境 東橋～小桜橋 Ｂ 溢水 積み土のう工 

4-4 直方 遠賀川 福地川 
左 

右 

1,850 

1,850 
直方  上境 永満寺橋～餅田大井堰 Ｂ 溢水 積み土のう工 

4-5 直方 遠賀川 川端川 
左 

右 

500 

500 
直方  上境 川端ポンプ場上流 Ｂ 溢水 積み土のう工 

計 3ケ所 8,800        
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付 録 

水  防  法  抜  粋 
 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被

害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の

排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若し

くは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含

む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）

若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若

しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定

する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置

かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門

若しくは閘門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定によ

り指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の

水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十

九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管

理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知

事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川

法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下

同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者

（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五

条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者

をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用

に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれがあるとき、

水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 
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第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防

を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

（指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。 

（水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある

消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければ

ならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

（水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項

は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

（水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認

めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は

海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて

指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

（警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、

警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又

はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれら

の者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

（警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を

求めることができる。 

（応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長若しくは

消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなけれ

ばならない。 
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２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとす

る。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとす

る。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を

求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

（決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又

は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

（決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水

防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

（公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現

場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その

他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地

を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を

使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければ

ならない。 

（立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められる

ときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、

滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示を

する場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。 

（知事の指示） 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対し

て指示をすることができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊

急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して

指示をすることができる。 
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第四章 指定水防管理団体 

（水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防

計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あ

らかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置

する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条

第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議

に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨

を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

第六章 費用の負担及び補助 

（水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

（報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告

をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせるこ

とができる。 
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付録 

水  防  工  法  一  覧  表 

 

原   因 工            法 工    法    の    概    要 利 用 箇 所 ・ 河 川 お も に 利 用 す る 資 材 

溢 
 
 
 
 
 
 

水 
 
 
( 

越 
 
 

水 
) 

積み土俵工 堤防上端に土俵又は、土のうを数段積み上げる 一般河川 土のう、防水シート、鉄筋棒 

せき板工 堤防上端にくいをうち、せき板をたてる 都市周辺河川 (土のうの入手困難) 鋼製支柱、軽量鋼板 

蛇かご積み工 堤防上端に土俵の変わりに蛇かごを置く 急流河川 鋼線蛇かご、玉石、防水シート 

水マット工 

（連結水のう工） 
堤防上端はビニロン帆布製水マットを置く 

都市周辺河川 

(土のう､板など入手困難) 
概製水のう、ポンプ、鉄パイプ 

裏むしろ張り工 堤防居住側斜面をむしろで被覆する あまり高くない提体の固い箇所 むしろ、半割竹、土俵 

裏シート張り工 堤防居住側斜面を防水シートで被覆する 都市周辺河川 (むしろ、竹の入手困難) 防水シ-ト､鉄筋ビン､軽量鉄パイプ､土のう 

漏 

 

 

 

 

 

水 

居 

 

住 

 

側 

 

対 

 

策 

釜段工（釜築き、釜止め） 居住側小段、居住側斜面先平地に円形に積み土俵にする 一般河川 土のう､防水シート､鉄筋棒､ヒールパイプ 

水マット式釜段工 
居住側小段、居住側斜面先平地にビニロン帆布製中空円 

形水マットを積み上げる 
都市周辺河川 (土砂、土のう入手困難) 概製水のうポンプ、鉄パイプ 

鉄板式釜段工（簡易釜段工） 居住側小段、居住側斜面先平地に鉄板を円筒形に積み立てる 都市周辺河川 (土砂、土のう入手困難) 鉄板、土のう、パイプ、鉄パイプぐい 

月の輪工 居住側斜面部によりかかり半円形に積み土俵する 一般河川 土のう、防水シート、パイプ、鉄筋棒 

水マット月の輪工 
居住側小段、居住側斜面先にかかるようにビニロン帆布製水

のうを組み立てる 
都市周辺河川 (土砂、土のう入手困難) 

概製水のう、くい、土のう、 

ビニロンパイプ 

たる伏せ工 
居住側小段、居住側斜面先平地に底抜きたるまたはおけを置

く 
一般河川 たる、防水シート、土のう 

導水むしろ張り工 居住側斜面、犬走りにむしろなどを敷きならべる 一般河川 (漏水少ない箇所) 防水シート、丸太、竹 

漏 

 

 

水 

川 

側 

対

策 

詰め土俵工 川側斜面の漏水目に土俵などを詰める 
一般河川  

(構造物のあるところ水深の浅い部分) 
土のう、木ぐい、竹ぐい 

むしろ張り工 川側の漏水面にむしろを張る 一般河川 (水深の浅い所) むしろ、竹、土俵、竹ビン 

継ぎむしろ張り工 川側の漏水面に継ぎむしろを張る 一般河川 (漏水面の広い所) むしろ、なわ、くい、ロープ、竹、土俵 

シート張り工 川側の漏水面に防水シートを張る 都市周辺河川 (むしろが入手困難) 防水シート、鉄パイプ、くい、ロープ 

たたみ張り工 川側の漏水面にたたみを張る 一般河川 (水深の浅いところ) 土俵の変わりに土のう 
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付録 

水  防  工  法  一  覧  表 

 

原   因 工            法 工    法    の    概    要 利 用 箇 所 ・ 河 川 お も に 利 用 す る 資 材 

深 
 

掘 
 

れ 

むしろ張り工、継ぎむしろ張

り工、シート張り工、たたみ

張り工 

漏水防止と同じ 芝付き堤防で比較的暖流河川  漏水防止と同じ 

木流し工（竹流し工） 樹木(竹)に重り土俵をつけて流し、局部を被覆する 急流河川 立木､土のう､ロープ､鉄線､くい 

立てかご工 川側堤防斜面に、蛇かごを立てて被覆する 急流河川、 砂利堤防 鉄線蛇かご､詰め石､くい､鉄線 

捨て土のう工、捨て石工 川側堤防斜面決壊箇所に、土のうまたは大きい石を投入する 急流河川 土のう､石異形コンクリートブロック 

竹綱流し工 竹を格子形に、結束し土俵をつけて、堤防斜面を被覆する 暖流河川 竹､くい､ロープ､土のう 

決 
 
 
 

壊 

わく入れ工 深掘れ箇所に、川倉、牛わく鳥脚などの合掌水を投入する 急流河川 わく組み､石俵､鉄線､蛇かご 

築きまわし工 
川側堤防斜面の決壊による断面不足を居住側斜面に土俵を

積む 
凸側堤防、他の工法と併用 くい､割竹､板､土のう､くぎ 

びょうぶ返し工 竹を骨格とし、かや、よしでびょうぶを作り堤防斜面を覆う 比較的暖流河川  竹､なわ､ロープ､わら､かや､土のう 

き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

裂 

堤
防
上

端 

折り返し工 
堤防上端のき裂をはさんで、両肩付近に竹をさし、折り曲げ

て連結する 
粘土質堤防 竹､土のう､ロープ 

打ち継ぎ工 折り返し工の竹の代わりに、くいと鉄線を用いる 砂質堤防 くい､鉄線 

堤
防
上
端
居
住
側
堤

防
斜
面 

控え取り工 
き裂が堤防上端から居住側斜面にかけて生じるもので、折り

返し工と同じ 
粘土質堤防 竹､土のう､なわ､ロープ､鉄線 

継ぎ縫い工 
き裂が堤防上端から居住側斜面にかけて生じるもので、控え

取り工と同じ 
砂質堤防 くい､竹､鉄線､土のう 

ネット張りき裂防止工 継ぎ縫い工のうち、竹の代わりに鉄線を用いる 石質堤防 くい､金網､鉄線､土のう 

 

 


